
静岡市蘭字デザイン利用取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、平成22年度静岡市清水区魅力づくり事業「蘭字デザインコンテスト」に

おいて静岡市が取得した蘭字デザイン（以下「デザイン」という。）を利用する場合の取扱い

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（デザインの利用の目的） 

第２条 デザインは、清水のお茶（清水区において生産された茶葉のみにより加工された煎茶

及び紅茶をいう。以下同じ。）を広く周知しその魅力を高めることにより、茶産業の振興及び

清水区の魅力づくりに寄与することを目的として利用するものとする。 

（利用の対象とするデザイン） 

第３条 利用の対象とするデザインは、別表に掲げるデザインとする。 

（利用の申請） 

第４条 デザインを利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、利用の形態が確認でき

る書類を添えて、蘭字デザイン利用申請書（様式第１号）を市長に提出し、利用の許諾を受

けなければならない。ただし、次の各号に掲げる団体が第２条に規定する目的により利用す

る場合は、この限りでない。 

（１）国及び他の地方公共団体 

（２）市が主催する事業の開催に協賛する団体（当該事業において利用する場合に限る。） 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める団体 

（利用の許諾） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その内容が第２ 

条に規定する目的に合致し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合は、デザインの利

用を許諾するものとする。 

（１）清水のお茶の信用又は品位を損なうおそれがあると認める場合 

（２）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合 

（３）政治的又は宗教的活動に利用されるおそれがあると認める場合 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合 

２ 市長は、前項の規定による許諾をしたときは、蘭字デザイン利用許諾通知書（様式第２号） 

により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、デザインの利用を許諾したときは、蘭字デザイン利用登録簿（様式第３号）によ

り管理するものとする。 



（遵守事項） 

第６条 デザインの利用の許諾を受けた者（以下「利用者」という。）は、次の事項を遵守しな

ければならない。 

（１）第２条に規定する利用の目的に反しないこと。 

（２）デザインを譲渡し、転貸しないこと。 

（３）定められた文字、色などを正しく利用すること。 

（４）デザインの全部又は一部を変更して利用しないこと（市長の承認を受ける場合を除く。）。 

（５）許諾された用途のみに利用すること。 

（６）食品衛生法（昭和22年法律第233号）その他法令に違反しないこと。 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（利用料） 

第７条 デザインの利用料は、無料とする。 

（利用報告） 

第８条 利用者は、デザインを利用したときは、速やかに蘭字デザイン利用報告書（様式第４ 

号）及び利用状況が確認できる書類を市長に提出しなければならない。 

（利用許諾の期間） 

第９条 デザインの利用を許諾する期間は、５年以内とする。ただし、当該期間が終了した後、

引き続き利用しようとする場合は、当該期間の終了する日の２月前までに蘭字デザイン利用

更新申請書（様式第５号）を提出し、市長の許諾を受けなければならない。 

（変更の届出） 

第10条 利用者は、利用者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更があったときは、

蘭字デザイン利用内容等変更届出書（様式第６号）により、速やかに届け出るものとする。 

（利用許諾の取消し） 

第11条 市長は、デザインの利用が許諾の内容又は遵守事項に違反していると認める場合は、

当該デザインの利用許諾の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により利用の許諾を取り消したときは、蘭字デザイン利用許諾取消通

知書（様式第７号）により通知するものとする。 

３ 利用の許諾を取り消された者は、当該利用の許諾により作成した物をいかなる場合であっ

ても利用してはならない。 

４ 市は、利用の許諾を取り消したことにより生じる損失の補償等について、一切の責任を負

わない。 



（事故又は苦情の処理） 

第12条 利用者は、デザインを利用した物に係る事故又は苦情（以下「事故等」という。）が発

生した場合は、利用者の責任の下に処理しなければならない。 

２ 利用者は、前項に規定する事故等が発生したときは、速やかに市長に報告しなければなら

ない。 

（利用状況の調査等） 

第13条 市長は、デザインの利用状況について利用者に対し、調査することができる。 

２ 市長は、デザインの利用が適当でないと認めるときは、利用者に利用方法の変更を求め、

又は利用を停止させることができる。 

３ 市は、前項の規定による利用方法の変更又は利用の停止により生じる損失の補償等につい

て、一切の責任を負わない。 

（雑則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成22年11月15日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

利用区分 蘭字デザイン 

・煎茶（まちこを

除く。以下この項

において同じ。） 

・煎茶に関連す 

るポスター、景品

等であって直接販

売を目的としない

もの 

 

・和紅茶 

・和紅茶に関連す

るポスター、景品

等であって直接販

売を目的としない

もの 

 



・まちこ 

・まちこに関連す

るポスター、景品

等であって直接販

売を目的としない

もの 

 

備考 「まちこ」とは、「まちこ」の商標権者が「まちこ」を使用している煎茶及び「まちこ」

の商標を使用することについて商標権者から許諾を受けた煎茶をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 

（あて先）静岡市長 

 

申請者 

住所 

法人にあっては、その主 

 

 

 

たる事務所の所在地 

氏名 

法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 

 電話  

 

蘭字デザイン利用申請書 

静岡市蘭字デザイン利用取扱要綱第４条の規定により蘭字デザインを利用したいので、次

のとおり申請します。 

利用の目的  

利用区分 １．煎茶   ２．和紅茶   ３．まちこ 

利用の期間 

        年   月   日から 

        年   月   日まで 

商品等の名称  

茶葉の仕入先 

（名称及び連絡先） 

  

 担当者氏名及び連絡先 

  

電話          FAX 

 E-mail 

（注）利用の形態がわかる書類を添付してください。 

 



様式第２号（第５条関係） 

                                  第     号 

年  月  日 

 

         様 

 

静岡市長  氏    名  □印  

 

蘭字デザイン利用許諾通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった蘭字デザインの利用については、次のとおり許諾

したので、静岡市蘭字デザイン利用取扱要綱第５条の規定により、次のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 許諾番号           第     号 

 

２ 利用の許諾をした商品等     

 

３ 利用を許諾する期間        年  月  日から  年  月  日まで 

 

４ 利用条件 

（１）清水のお茶の信用又は品位を損なうおそれのあるものに利用しないこと。 

（２）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるものに利用しないこと。 

（３）政治的又は宗教的活動に利用されるおそれがあるものに利用しないこと。 

（４）許諾をした物以外に利用しないこと。 

 

 

 

 

  



様式第３号（第５条関係） 

蘭字デザイン利用登録簿 

許諾番号 申請者 利用区分 商品等の名称 許諾日 許諾終了日 更新日 許諾終了日 許諾取消日 備考 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

  
１煎 茶 

２和紅茶 

３まちこ 

 
 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

年 月 日 

 

 

 



様式第４号（第８条関係） 

蘭字デザイン利用報告書 

 

年  月  日 

 

（あて先）静岡市長 

 

申請者 

住所 

法人にあっては、その主 

 

 

 

たる事務所の所在地 

氏名 

法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 

 電話  

 

蘭字デザインを次のとおり利用したので、静岡市蘭字デザイン利用取扱要綱第８条の規

定により、利用物（又はその写真等）を添えて報告します。 

 

 

１ 許諾番号      第    号 

 

２ 商品等の名称 

 

３ 商品等の利用内容（方法） 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第９条関係） 

蘭字デザイン利用更新申請書 

 

年  月  日 

 

（あて先）静岡市長 

 

申請者 

住所 

法人にあっては、その主 

 

 

 

たる事務所の所在地 

氏名 

法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 

 電話  

 

蘭字デザインの利用の期間を更新したいので、静岡市蘭字デザイン利用取扱要綱第９条

の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 許諾番号       第      号    

 

２ 利用期間の更新を希望する商品等 

 

３ 商品等の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第 10条関係） 

蘭字デザイン利用内容等変更届出書 

 

年  月  日 

 

（あて先）静岡市長 

 

申請者 

住所 

法人にあっては、その主 

 

 

 

たる事務所の所在地 

氏名 

法人にあっては、その名 

称及び代表者の氏名 

 電話  

 

蘭字デザインの利用内容について次のとおり変更があったので、静岡市蘭字デザイン利

用取扱要綱第 10 条の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

１ 許諾番号      第    号 

 

２ 商品等の名称 

 

３ 変更内容 

変  更  前 変  更  後 

  

 



様式第７号（第11条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

         様 

 

静岡市長  氏    名  □印  

 

蘭字デザイン利用許諾取消通知書 

 

   年  月  日付けで許諾した蘭字デザインの利用については、次のとおり利用の

許諾を取り消したので通知します。 

 

１ 許諾番号        第     号 

 

２ 商品等の名称 

 

３ 取消理由 

 

４ 取消しの日        年  月  日 


